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多治見市健全な財政に関する条例―同施行規則 対照表 
多治見市健全な財政に関する条例 多治見市健全な財政に関する条例施行規則 

多治見市健全な財政に関する条例 
平成 19 年 12 月 17 日 

条例第 48 号 
改正 平成 21 年 6 月 29 日条例第 24 号 

平成 22 年 9 月 29 日条例第 28 号 

多治見市健全な財政に関する条例施行規則 
平成 20 年 2 月 29 日 

規則第 9 号 
改正 平成 21 年 6 月 29 日規則第 55 号 

平成 22 年 9 月 29 日規則第 69 号 
目次 
第 1 編 総則（第 1 条―第 3 条） 
第 2 編 財政運営の原則 
第 1 章 財政情報の共有（第 4 条―第 6 条） 
第 2 章 資産及び負債の原則（第 7 条―第 10 条） 
第 3 章 執行における原則（第 11 条―第 14 条） 
第 4 章 リスク・マネジメント（第 14 条の 2・第 14 条の 3） 

第 3 編 計画的な財政運営 
第 1 章 通則（第 15 条―第 20 条の 2） 
第 2 章 財政状況の維持及び向上 
第 1 節 財政向上目標（第 21 条） 
第 2 節 財政向上指針（第 22 条―第 24 条） 

第 3 章 財政状況の健全性の確保 
第 1 節 財政健全基準（第 25 条） 
第 2 節 財政正常化計画（第 26 条―第 28 条） 
第 3 節 財政再建計画（第 29 条―第 34 条） 

第 4 編 雑則（第 35 条） 
附則 

 

第 1 編 総則  
（目的） 

第 1 条 この条例は、財政運営の指針並びに基本的な原則及び制度を定めることによ

り、市民自治に基づく健全な財政に資することを目的とします。 

（趣旨） 
第 1 条 この規則は、多治見市健全な財政に関する条例（平成 19 年条例第 48 号。以

下「条例」という。）第 15 条第 2 項及び第 35 条の規定に基づき、条例の施行につい

て必要な事項を定めるものとする。 
 （用語の定義） 
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第 2 条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 
（財政運営の指針） 

第 2 条 市の財政は、市民の厳粛な信託及び負担に基づくものであり、市は、財政を

健全に運営しなければなりません。 
2 市の負債は、現在及び将来の市民の負担であり、市は、人口の動向等の市民の負担

能力の変化を考慮して世代間の負担の均衡を図るとともに、長期的な計画、起債そ

の他の将来の負担に影響する事項については、その負担が意思決定に参加できない

者によっても担われることに留意して、決定しなければなりません。 
3 市は、この条例の理念に沿った計画的な財政運営を行うとともに、環境変化に応じ

た対応を取らなければなりません。 

 

（責務規定） 
第 3 条 市民は、政策による市民の利益が市民の相応の負担の上に成り立っているこ

とを認識するとともに、世代間の負担の均衡に配慮しなければなりません。 
2 議会は、市民の信託に基づく市民の代表機関として、議会の議決を要する計画及び

予算（補正予算及び暫定予算を含みます。以下同じです。）を議決し、予算の執行を

監視し、並びに決算の認定をしなければなりません。 
3 市長は、市民の信託に基づく市の代表機関として、総合計画に基づき予算を編成し、

執行するとともに、財政を健全に運営し、職員は、十分な注意力及び勤勉さをもっ

て財務に当たらなければなりません。 

 

第 2 編 財政運営の原則  
第 1 章 財政情報の共有  

（情報共有） 
第 4 条 市は、市民と情報を共有し、市民自治に基づく財政運営を行うため、財政に

関する情報を分かりやすく公開するとともに、説明責任を果たさなければなりませ

ん。 
2 市は、財政に関する市民の意見の把握に努めなければなりません。 
3 市は、主な事業の経費を明らかにすることにより、政策による市民の利益と負担と

の関係を明らかにするよう努めなければなりません。 

 

（情報公表の制度） 
第 5 条 市長は、毎年度、当初予算又は当初予算に準ずる補正後の予算について、総

合計画に基づく主な事業の概要並びに財政の現状及び年度末における財政状況の見

（情報公表の制度） 
第 3 条 条例第 5 条第 1 項及び第 2 項に規定する公表は、多治見市公告式条例（昭和

25 年告示第 44 号。以下「公告式条例」という。）による告示のほか、ホームページ
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込みを分かりやすく説明した資料を作成し、公表しなければなりません。 
2 市長は、毎年度、決算について、総合計画に基づく主な事業の進行状況及び財政の

現状を分かりやすく説明した資料を作成し、公表しなければなりません。 
3 市長は、別に条例に定めるところにより、毎年 2 回以上予算の執行状況並びに財産、

市債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を公表しなければなりませ

ん。 
4 市長は、財政に関する情報の公表について、内容の充実を図るとともに、市民に分

かりやすい公表とするよう継続的に改善しなければなりません。 

に掲載する等周知に必要な措置を講ずることにより行うこととする。 

（財務諸表） 
第 6 条 市長は、毎年度、次に掲げる財務諸表を作成しなければなりません。 
（1）貸借対照表 
（2）行政コスト計算書（企業会計における損益計算書に準ずるものをいいます。） 
（3）純資産変動計算書（企業会計における株主資本等変動計算書に準ずるものをい

います。） 
（4）資金収支計算書（企業会計におけるキャッシュ・フロー計算書に準ずるものを

いいます。） 
2 前項各号に規定する財務諸表は、次に掲げる区分につき、作成されなければなりま

せん。 
（1）普通会計に係る財務諸表 
（2）普通会計及び公営事業会計並びに出資法人（市が資本金等の 2 分の 1 以上を出

資している法人をいいます。）等を連結した財務諸表 
3 市長は、決算を議会の認定に付すに当たっては、前 2 項の規定による財務諸表を併

せて提出しなければなりません。 
 
4 市長は、決算の概要を公表するに当たっては、第 1 項及び第 2 項の規定による財務

諸表を併せて公表しなければなりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（財務諸表） 

第 4 条 条例第 6 条第 3 項に規定する議会への提出は、地方自治法（昭和 22 年法律第

67 号。以下「法」という。）第 233 条第 5 項に規定する主要な施策の成果を説明す

る書類に財務諸表を掲載することによって行うこととする。 
2 条例第 6 条第 4 項に規定する公表は、法第 233 条第 6 項の規定による決算の要領の

公表のほか、ホームページに掲載する等周知に必要な措置を講ずることにより行う

こととする。 
第 2 章 資産及び負債の原則  

（基本原則） 
第 7 条 市は、次に掲げる原則により財政運営に当たらなければなりません。 
（1）将来において発生する経費を適切に見込むこと。 
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（2）将来の負担を抑制すること。 
（3）金利変動等の経済情勢の変化を考慮すること。 
（資産及び負債） 

第 8 条 市は、長期的な人口動向を考慮して、資産を管理しなければなりません。 
2 市は、市債等、公債費に準ずる債務負担行為及び資産（不動産に限ります。）の取

得又はこれに類する目的のための債務負担行為並びに債務保証及び損失補償の顕在

化の可能性を考慮した評価額並びに退職手当のための引当金相当額について、負債

として管理しなければなりません。 
3 市は、負債の額について、償還能力の観点から適切な水準とし、逓減に努めなけれ

ばなりません。 

 

（基金） 
第 9 条 市は、公共施設の修繕のための経費その他の財政の安定性のために資金の留

保を必要とする経費については、基金を設けて計画的に積み立て、執行するよう努

めなければなりません。 
2 市は、災害復旧に要する経費について、財政調整基金において資金を適切に留保し

なければなりません。ただし、現に災害復旧を実施しているときは、この限りでは

ありません。 

 
 
 
（災害復旧に要する経費） 

第 5 条 条例第 9 条第 2 項に規定する災害復旧に要する経費は、財政向上指針又は財

政正常化計画若しくは財政再建計画において定めるものとする。 

 
3 市長は、財政調整基金について、その総額及び可処分額（総額から前項に規定する

災害復旧に要する経費の留保分及び第14条の3第1項に規定するリスク引当金を控

除した額をいいます。以下同じです。）を明らかにしなければなりません。 

（財政調整基金の総額及び可処分額） 
第 5 条の 2 条例第 9 条第 3 項の規定に基づき、次の各号に掲げる資料において、財

政調整基金の総額及び可処分額を明らかにするものとする。 
（1）条例第 5 条第 1 項に規定する資料 
（2）条例第 5 条第 2 項に規定する資料 
（3）その他条例第 5 条第 4 項の規定にかんがみ市長が適当と認める資料 

（起債） 
第 10 条 市は、起債に当たっては、次に掲げる事項を検討しなければなりません。 
（1）将来において市民が負担することの妥当性 
（2）起債と他の方法による場合との市の負担についての比較 

2 市は、起債に当たっては、償還計画を立案しなければなりません。 
3 市は、借入に係る金利及びその負担と財政状況とが相互に与える影響について考慮

しなければなりません。 

 

第 3 章 執行における原則  
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（歳入及び歳出） 
第 11 条 市は、歳入について、安定的な増加を図る方策を検討するとともに、公租公

課等の諸納付金については、適切な徴収に努めなければなりません。 
2 市は、歳出について、効果的で合理的な予算執行に努めなければなりません。 

 

（使用料等） 
第 12 条 市は、使用料、手数料、負担金等について、受益と負担との関係を考慮して、

定期的に総合的な見直しを行わなければなりません。 
2 前項に規定する見直しに当たっては、使用料、手数料、負担金等の設定に当たって

の基準を定め、これに基づいて決定しなければなりません。 

（使用料等） 
第 6 条 条例第 12 条第 1 項に規定する使用料等の見直しは、4 年ごとに行うものとす

る。 

（補助金） 
第 13 条 市長は、補助金について、政策的必要性及び効果の観点から、補助の必要性

のほか交付決定の手法等も含め定期的に包括的な見直しを行わなければなりませ

ん。 
2 市長は、補助金の交付決定に当たっては、補助の必要性を審査するとともに、事業

の完了に当たっては、補助の効果を評価しなければなりません。 
3 市長は、団体の運営に係る経費に対する補助については、原則として、あらかじめ

期限を定めるよう努めなければなりません。 

 
 
 
（補助金） 

第 7 条 条例第 13 条第 2 項に規定する補助の必要性の審査及び補助の効果の評価は、

多治見市補助金等交付規則（平成 8 年規則第 14 号）に定めるところによる。 

（資金運用） 
第 14 条 市は、資金を効率的に運用するとともに、損失の回避等の管理を行わなけれ

ばなりません。 

 

第 4 章 リスク・マネジメント  
（リスクの把握及び明確化並びに対策） 

第 14 条の 2 市は、事業選択に当たっては、財政状況に与える影響についてリスクを

把握するとともに、把握したリスクを明らかにしなければなりません。 
2 市は、前項に規定するリスクについて、適切な対策を取らなければなりません。 

 

（債務保証及び損失補償） 
第 14 条の 3 市は、債務保証及び損失補償について、その顕在化の可能性を考慮した

資金（以下「リスク引当金」といいます。）を確保しなければなりません。 
 
2 市は、リスク引当金を基金において管理しなければなりません。 
 

（リスク引当金） 
第 7 条の 2 条例第 14 条の 3 第 1 項に規定するリスク引当金については、債務保証及

び損失補償について、次条第 1 号の規定により負債として評価した額と同額を確保

するものとする。 
2 条例第 14 条の 3 第 2 項の規定に基づき、リスク引当金は財政調整基金において管

理するものとする。 
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3 市長は、債務保証及び損失補償の各総額並びに債務保証及び損失補償に対するリス

ク引当金の各総額を明らかにしなければなりません。 
3 第 5 条の 2 の規定は、条例第 14 条の 3 第 3 項の規定について準用する。この場合

において、第 5 条の 2 中「財政調整基金の総額及び可処分額」とあるのは「債務保

証及び損失補償の各総額並びに債務保証及び損失補償に対するリスク引当金の各総

額」と読み替えるものとする。 
第 3 編 計画的な財政運営  
第 1 章 通則  

（財政判断指標） 
第 15 条 市長は、財政状況に関する情報を市民及び議会と共有し、次の表に掲げる目

的に資するため、財政判断指標の欄に掲げる指標について、財政判断指数の欄に定

めるところにより算定した数値を、この条例の規定により、議会に報告し、公表し

なければなりません。 
目的 財政判断指標 財政判断指数 
負債の逓減及び償

還能力に対する信

用の確保 

償還可能年数 負債の総額から償還等に充てるこ

とが適当な基金残高を控除した額

を経常一般財源から元金の償還に

係る公債費分を除く経常経費充当

一般財源を控除した額で除した数

値 
経費の硬直性の解

消 
経費硬直率 公債費分を除く経常経費充当一般

財源の額を経常一般財源の額で除

した数値 
財源の留保 財政調整基金充足

率 
財政調整基金の可処分額を経常経

費充当一般財源の額で除した数値 
収支の安定性の向

上 
経常収支比率 経常経費充当一般財源の額を経常

一般財源の額で除した数値 
資金繰りの向上 実態収支 実質単年度収支の額と決算剰余金

による財政調整基金繰入額との合

算額 
 
2 財政判断指数の算定に当たっての基準は、財政判断指標の目的に資するよう規則で

定めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（財政判断指標） 

第 8 条 条例第 15 条第 2 項の規定による財政判断指数の算定に当たっての基準は、次

のとおりとする。 
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（1）負債については、一般会計及び特別会計（公営企業会計を含む。）における次に

掲げる額の純計とする。なお、債務負担行為において把握する負債については、

限度額から前年度末までの支出（見込）額を控除した額とし、当該債務負担行為

の設定時において負債に計上することとする。 
ア 市債残高（経常一般財源の減少を補てんすることを目的として、国において

制度化された臨時財政対策債等（以下「臨時財政対策債等」という。）を含む。） 
イ 公債費に準ずる債務負担行為の額 
ウ 資産（不動産に限る。）の取得又はこれに類する目的のための債務負担行為の

額 
（ア）金利負担及び事務費については、その額が明らかな場合、これを含めるも

のとする。 
（イ）不確実性を考慮しないものとする。 
（ウ）資産の取得に代わり当該資産に係る金利負担等を引き受ける場合にあって

は、債務負担行為に代わり将来にわたる支払額を現在価値に割引した合計額

を負債額とするものとし、次により算定するものとする。 
ａ 負債額＝事業規模×借入利率×（１＋割引率）÷割引率 
ｂ 割引率は、資金運用利回りをもって設定することとする。 
ｃ 借入利率と資金運用利回りとが等しいとすることに妥当性がある場合に

おいては、ａにかかわらず、負債額＝事業規模×（1＋借入利率）とするこ

とができる。 
エ 債務保証の顕在化を考慮した評価額 
（ア）銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自

己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年

金融庁告示第 19 号）第 62 条の規定にかんがみ、債務負担行為の限度額に 20
パーセントを乗じて得た額を評価額とするものとする。 

オ 損失補償の顕在化を考慮した評価額 
（ア）債務負担行為の限度額に 100 パーセントを乗じて得た額を評価額とするも

のとする。 
カ 退職手当のための引当金相当額 
（ア）当該年度末に全職員が退職した場合に支給を要する退職手当の合計額とす

る。 
キ 本市の加入する法第 284 条第 1 項に規定する組合の地方債残高のうち負担金
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3 市長は、総合計画その他の予算を伴う計画の策定及び予算の編成に当たっては、財

政判断指数に留意しなければなりません。 

等において本市が負担する額 
（2）償還等に充てることが適当な基金残高として負債の総額から控除する額は、財

政調整基金の残高（条例第 9 条第 2 項の規定に基づき災害復旧に要する経費とし

て留保した額を除く。）、市債償還対策基金の残高及び職員退職手当基金の残高の

合計額とする。 
（3）経常一般財源については、当該年度に起債した臨時財政対策債等の額を含まず、

過年度に起債した臨時財政対策債等に係る基準財政需要額への算入額等を含むこ

ととする。 

（総合計画策定における原則） 
第 16 条 市は、総合計画を財源の根拠をもって策定し、真に必要な施策に充てる財源

を確保するとともに、総合計画の確実な実行を図らなければなりません。 
2 市は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、当該策定又は見直しに当たって策

定又は見直しされた実行計画の計画期間内における各年度について、次に掲げる事

項を基本構想に記載しなければなりません。 
（1）一般会計における歳入の見込み 
（2）一般会計における歳出の計画額 
（3）財政判断指数の見込み 

3 前項第 1 号に規定する歳入の見込みは、想定される複数の状況について推計され、

基調となる傾向が示されなければなりません。 
4 総合計画は、前項の規定による基調となる傾向に沿って、策定されなければなりま

せん。 

 

（予算を伴う計画） 
第 17 条 市長は、予算を伴う計画については、中期財政計画（次条第 1 項に規定する

財政計画をいいます。以下同じです。）の計画期間内において必要となる予算を明ら

かにし、中期財政計画に反映させなければなりません。 

 

（中期財政計画） 
第 18 条 市長は、毎年度、総合計画との調整のもとで、中期的な期間における各年度

について、次に掲げる事項を記載した財政計画を策定しなければなりません。 
（1）一般会計における歳入の見込み及び歳出の計画額 

（中期財政計画） 
第 9 条 条例第 18 条に規定する中期財政計画の計画期間は、4 年間とする。 
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（2）財政判断指数の見込み及びその算定に当たっての主要な数値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 条例第 18 条第 1 項第 2 号に規定する主要な数値は、次の各号に掲げる財政判断指

標について、当該各号に掲げるものとする。なお、債務負担行為の額については、

限度額から前年度末までの支出（見込）額を控除した額とする。 
（1）償還可能年数 

ア 純負債の額（負債の総額から償還等に充てることが適当な基金残高を控除し

た額） 
（ア）負債の総額 

ａ 市債残高 
ｂ 公債費に準ずる債務負担行為の額 
ｃ 資産（不動産に限る。）の取得又はこれに類する目的のための債務負担行

為の額 
ｄ 債務保証の顕在化を考慮した評価額 
（ａ）債務保証に係る債務負担行為の額 
ｅ 損失補償の顕在化を考慮した評価額 
（ａ）損失補償に係る債務負担行為の額 
ｆ 退職手当のための引当金相当額 
ｇ 本市の加入する法第 284 条第 1 項に規定する組合の地方債残高のうち負

担金等において本市が負担する額 
（イ）償還等に充てることが適当な基金残高 

ａ 災害復旧に要する経費の留保分を除く財政調整基金残高 
（ａ）財政調整基金残高 
ｂ 市債償還対策基金残高 
ｃ 職員退職手当基金残高 

イ 償還可能財源（経常一般財源から元金の償還に係る公債費分を除く経常経費

充当一般財源を控除した額） 
（ア）経常一般財源の額 
（イ）元金の償還に係る公債費分を除く経常経費充当一般財源の額 

（2）経費硬直率 
ア 公債費分を除く経常経費充当一般財源の額 
イ 経常一般財源の額 

（3）財政調整基金充足率 
ア 財政調整基金の可処分額 
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（3）財政調整基金等の財政運営に関する基金の残高 

 
2 第 16 条第 3 項の規定は、前項第 1 号に規定する歳入の見込みについて準用します。 
3 市長は、当初予算又は当初予算に準ずる補正後の予算を議会に提出するに当たって

は、中期財政計画を併せて提出しなければなりません。 
4 市長は、当初予算又は当初予算に準ずる補正後の予算について、その概要を公表す

るに当たっては、中期財政計画を併せて公表しなければなりません。 

（ア）財政調整基金残高 
（イ）災害復旧に要する経費の留保分 
（ウ）リスク引当金の額 

ａ 債務保証に係るリスク引当金の額 
（ａ）債務保証に係る債務負担行為の額 
ｂ 損失補償に係るリスク引当金の額 
（ａ）損失補償に係る債務負担行為の額 

イ 経常経費充当一般財源の額 
（4）経常収支比率 

ア 経常経費充当一般財源の額 
イ 経常一般財源の額 

（5）実態収支 
ア 実質単年度収支 
イ 決算剰余金による財政調整基金繰入額 

3 条例第 18 条第 1 項第 3 号に規定する財政運営に関する基金は、財政調整基金、市

債償還対策基金及び職員退職手当基金とする。 
 
4 条例第 18 条第 3 項に規定する議会への提出は、法第 211 条第 2 項に規定する予算

に関する説明書に中期財政計画を掲載することによって行うこととする。 
5 条例第 18 条第 4 項に規定する公表は、法第 219 条第 2 項の規定による予算の要領

の公表のほか、ホームページに掲載する等周知に必要な措置を講ずることにより行

うこととする。 
（予算における財政判断指数） 

第 19 条 市長は、予算を議会に提出するに当たっては、当該予算を踏まえた財政判断

指数の見込み及びその算定に当たっての主要な数値を明らかにして議会の議決に付

さなければなりません。 
2 市長は、予算の概要を公表するに当たっては、前項の規定による財政判断指数の見

込みを併せて公表しなければなりません。 

（予算における財政判断指数） 
第 10 条 条例第 19 条第 1 項の規定に基づき、法第 211 条第 2 項に規定する予算に関

する説明書に財政判断指数の見込みを記載することとする。 
2 前条第 2 項の規定は、条例第 19 条第 1 項に規定する主要な数値について準用する。 
3 条例第 19 条第 2 項に規定する公表は、法第 219 条第 2 項の規定による予算の要領

の公表のほか、ホームページに掲載する等周知に必要な措置を講ずることにより行

うこととする。 
（決算における財政判断指数） 

第 20 条 市長は、決算を議会に提出するに当たっては、当該決算における財政判断指

（決算における財政判断指数） 
第 11 条 条例第 20 条第 1 項の規定に基づき、法第 233 条第 5 項に規定する主要な施
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数の実績及びその算定に当たっての主要な数値を明らかにして議会の認定に付さな

ければなりません。 
 
2 市長は、決算の概要を公表するに当たっては、前項の規定による財政判断指数の実

績を併せて公表しなければなりません。 

策の成果を説明する書類に財政判断指数の実績を記載することとする。 
2 第 9 条第 2 項の規定は、条例第 20 条第 1 項に規定する主要な数値について準用す

る。 
3 条例第 20 条第 2 項の規定による公表は、法第 233 条第 6 項の規定による決算の要

領の公表のほか、ホームページに掲載する等周知に必要な措置を講ずることにより

行うこととする。 
（行政改革大綱策定における原則） 

第 20 条の 2 市長は、行政改革大綱について、次条第 1 項に定める財政向上目標の達

成及び第22条第1項に定める財政向上指針の着実な実施に資するよう策定しなけれ

ばなりません。 

 

第 2 章 財政状況の維持及び向上  
第 1 節 財政向上目標  

（財政向上目標の設定） 
第 21 条 市長は、財政判断指標（実態収支を除きます。）について、財政状況の継続

的な維持及び向上のための目標値（以下「財政向上目標」といいます。）を定めなけ

ればなりません。 
2 財政向上目標は、市長の任期ごとに定められなければなりません。 
3 市長は、財政向上目標を定めるに当たっては、市民の参加を図らなければなりませ

ん。 
4 市長は、財政向上目標を定めたときは、これを議会に報告し、公表しなければなり

ません。 

 
 
 
 
 
 
（財政状況の維持及び向上並びに健全性の確保） 

第 12 条 条例第 21 条第 4 項、第 23 条第 2 項、第 24 条、第 28 条第 2 項、第 31 条第

2 項並びに第 33 条第 2 項及び第 3 項の規定による公表（これらを準用する場合を含

む。）は、公告式条例による告示のほか、ホームページに掲載する等周知に必要な措

置を講ずることにより行うこととする。 
第 2 節 財政向上指針  

（財政向上指針） 
第 22 条 市長は、財政状況の継続的な維持及び向上のための指針（以下「財政向上指

針」といいます。）を策定しなければなりません。 
2 財政向上指針は、市長の任期ごとに策定されなければなりません。 
3 財政向上指針は、財政向上目標を達成することを目的として、次に掲げる事項につ

いて策定されなければなりません。 
（1）目標年度 
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（2）財政向上目標の達成のための基本方針 
（3）目標年度までの各年度の財政判断指数の見込み 
（4）前 3 号に掲げるもののほか、財政向上目標の達成に必要な事項 
（財政向上指針の策定手続） 

第 23 条 市長は、財政向上指針を策定するに当たっては、市民の参加を図らなければ

なりません。 
2 市長は、財政向上指針を策定したときは、これを議会に報告し、公表しなければな

りません。 
3 前 2 項の規定は、財政向上指針を変更する場合について準用します。ただし、軽微

な変更（各年度の財政判断指数の見込みの変更を伴うものを除きます。）については、

この限りではありません。 

 

（実施状況の報告） 
第 24 条 市長は、毎年度、財政判断指数の実績を明らかにした財政向上指針の実施状

況を議会に報告し、公表しなければなりません。 

 

第 3 章 財政状況の健全性の確保  
第 1 節 財政健全基準  

（財政健全基準の設定） 
第 25 条 市長は、財政判断指標（実態収支を除きます。）について、財政状況の健全

性として確保すべき基準値（以下「財政健全基準」といいます。）を定めなければな

りません。 
2 第 21 条第 3 項及び第 4 項の規定は、財政健全基準について準用します。この場合

において、これらの規定中「財政向上目標」とあるのは「財政健全基準」と読み替

えるものとします。 

 

第 2 節 財政正常化計画  
（財政警戒事態宣言） 

第 26 条 市長は、中期財政計画における計画期間内の財政判断指数の見込みのうち 1
つ以上が財政健全基準を満たさなくなったときは、当該中期財政計画の策定に当た

り、財政警戒事態を宣言しなければなりません。ただし、財政非常事態（第 29 条に

規定する財政非常事態をいいます。）を宣言している場合にあっては、この限りでは

ありません。 

 

（財政正常化計画）  
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第 27 条 市長は、財政警戒事態を宣言したときは、財政向上指針に代えて財政の正常

化のための計画（以下「財政正常化計画」といいます。）を策定しなければなりませ

ん。 
2 財政正常化計画は、財政判断指数の見込みのすべてが安定的に財政健全基準を満た

すことを目的として、すべての経費について見直しが行われたうえ、次に掲げる事

項について策定されなければなりません。 
（1）計画期間 
（2）財政の正常化のための基本方針 
（3）前号に規定する基本方針に基づく具体的な取組み 
（4）前号に規定する具体的な取組みの目標値 
（5）計画期間内における各年度の財政判断指数の見込み 
（6）前各号に掲げるもののほか、財政の正常化に必要な事項 

3 第 23 条及び第 24 条の規定は、財政正常化計画について準用します。この場合にお

いて、第 23 条中「財政向上指針」とあるのは「財政正常化計画」と、第 24 条中「財

政判断指数の実績」とあるのは「具体的な取組みの実績及び財政判断指数の実績」

と、「財政向上指針」とあるのは「財政正常化計画」と読み替えるものとします。 
（宣言の解除） 

第 28 条 市長は、財政正常化計画を達成し、かつ、中期財政計画における計画期間内

の財政判断指数の見込みのすべてが財政健全基準を満たすこととなったときは、財

政警戒事態の解除を宣言するものとします。 
2 前項の規定による財政警戒事態の解除の宣言に当たっては、市長は、財政正常化計

画の実施状況を記載した報告書及び財政正常化計画に代わる財政向上指針を議会に

報告し、公表しなければなりません。 

 

第 3 節 財政再建計画  
（財政非常事態宣言） 

第 29 条 市長は、予算を踏まえた財政判断指数の見込み及び決算における財政判断指

数の実績のうち 1 つ以上が財政健全基準を満たさなくなったときは、当該予算又は

決算の議会への提出に当たり、財政非常事態を宣言しなければなりません。 

 

（財政再建計画） 
第 30 条 市は、財政非常事態にあっては、財政の再建のための計画（以下「財政再建

計画」といいます。）を策定しなければなりません。 
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2 前項の規定に基づき財政再建計画が策定されている間については、第 22 条及び第

27 条の規定にかかわらず、市長は、財政向上指針又は財政正常化計画を策定しない

ものとします。 
3 第 27 条第 2 項の規定は、財政再建計画について準用します。この場合において、

「財政正常化計画」とあるのは「財政再建計画」と、「財政の正常化」とあるのは「財

政の再建」と読み替えるものとします。 
（財政再建計画の策定手続） 

第 31 条 市長は、財政再建計画の案を作成するに当たっては、市民の参加を図らなけ

ればなりません。 
2 財政再建計画は、議会の議決を経て策定され、市長は、これを公表しなければなり

ません。 
3 前 2 項の規定は、財政再建計画を変更する場合について準用します。ただし、軽微

な変更（各年度の財政判断指数の見込みの変更を伴うものを除きます。）については、

この限りではありません。 

 

（実施状況の調査等） 
第 32 条 議会は、必要に応じ、財政再建計画の実施状況について調査し、又は報告を

求めることができます。 
2 市長は、前項の規定による調査又は報告の聴取に協力しなければなりません。 

 

（議会の勧告等） 
第 33 条 議会は、財政運営が財政再建計画に適合しないと認められる場合その他財政

の再建が困難であると認められる場合においては、市長に対し、必要な措置を講ず

ることを勧告することができます。 
2 市長は、前項の規定による勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表

しなければなりません。 
3 第１項の規定による勧告を受けた市長は、当該勧告に基づいて講じた措置につい

て、議会に報告し、公表しなければなりません。 

 

（準用） 
第 34 条 第 24 条及び第 28 条の規定は、財政再建計画について準用します。この場合

において、第 24 条中「財政判断指数の実績」とあるのは「具体的な取組みの実績及

び財政判断指数の実績」と、「財政向上指針」とあるのは「財政再建計画」と、第 28
条第 1 項中「財政正常化計画」とあるのは「財政再建計画」と、「中期財政計画にお
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ける計画期間内の財政判断指数の見込みのすべて」とあるのは「中期財政計画にお

ける計画期間内の財政判断指数の見込み並びに当年度の予算を踏まえた財政判断指

数の見込み及び前年度の決算における財政判断指数の実績のすべて」と、「財政警戒

事態」とあるのは「財政非常事態」と、同条第 2 項中「財政警戒事態」とあるのは

「財政非常事態」と、「財政正常化計画の実施状況」とあるのは「財政再建計画の実

施状況」と、「財政正常化計画に代わる財政向上指針」とあるのは「財政向上指針」

と読み替えるものとします。 
第 4 編 雑則  

（委任） 
第 35 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。 

（その他） 
第 13 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 附 則 
（施行期日） 

1 この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行します。ただし、第 15 条から第 19 条ま

で、第 21 条、第 25 条及び第 35 条の規定は、平成 20 年 1 月 1 日から施行します。 

 
1 この規則は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 
2 第16条の規定は基本構想が平成20年1月1日以後に議会の議決を経た総合計画か

ら、第 18 条の規定は平成 20 年度を初年度とする中期財政計画から、第 19 条の規定

は平成 20 年度の予算から、第 20 条の規定は平成 19 年度の決算から適用します。 

 

 2 この規則の施行の日から財政向上指針が策定されるまでの間においては、第 5 条の

規定にかかわらず、条例第 9 条第 2 項に規定する災害復旧に要する経費は、15 億円

とする。 
附 則（平成 21 年 6 月 29 日条例第 24 号） 附 則（平成 21 年 6 月 29 日規則第 55 号） 

（施行期日） 
1 この条例は、平成 21 年 7 月 1 日（以下「施行日」といいます。）から施行します。 

 
この規則は、平成 21 年 7 月 1 日から施行する。 

（適用区分） 
2 この条例による改正後の第 18 条の規定は、施行日以後に策定された中期財政計画

から適用します。 

 

附 則（平成 22 年 9 月 29 日条例第 28 号） 附 則（平成 22 年 9 月 29 日規則第 69 号） 
（施行期日） 

1 この条例は、平成 23 年 1 月 1 日（以下「施行日」といいます。）から施行します。 
（施行期日） 

1 この規則は、平成 23 年 1 月 1 日から施行する。 
（適用区分） （適用区分） 
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2 改正後の第 15 条の規定は、総合計画については基本構想が施行日以後に議会の議

決を経た総合計画から、中期財政計画については平成 23 年度を初年度とする中期財

政計画から、予算については平成 23 年度の予算から、決算については平成 22 年度

の決算から、財政向上指針並びに財政正常化計画及び財政再建計画については施行

日以後に策定される財政向上指針並びに財政正常化計画及び財政再建計画から適用

し、改正後の第 20 条の 2 の規定は、施行日以後に策定される行政改革大綱から適用

します。 

2 改正後の第 9 条第 2 項の規定は平成 23 年度を初年度とする中期財政計画から、第

10 条第 2 項の規定により準用される改正後の第 9 条第 2 項の規定は平成 23 年度の

予算から、第 11 条第 2 項の規定により準用される改正後の第 9 条第 2 項の規定は平

成 22 年度の決算から適用する。 

※下線部は、直近改正〔平成 22 年 9 月 29 日条例第 28 号／平成 22 年 9 月 29 日規則第 69 号〕箇所 
―以上― 


